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漢
初
の
天
人
合

思
想
と
そ
の
系
譜

策

木

幸斤
にコ

良日

は
じ
め
に

中
国
、
特
に
漢
代
に
お
い
て
、

天
と
人
と
を
相
関
的
に
捉
え
、

人
格
神
的
な
天
が
下
士
人
君
の
失
政
に
対
し
、

何
ら
か
の
諸
費
を

粛
ら
す
と
い
う
思
想
を
天
人
合
一
論
と
呼
ぶ
。
そ
れ
は
漢
代
に
入
り
、
董
仲
静
が
王
権
の
無
制
限
な
伸
長
を
抑
制
す
る
目
的
で
、
春
秋

公
羊
伝
に
依
拠
し
、
旧
来
の
天
人
相
関
説
を
〈
災
異
説
〉
と
し
て
再
提
起
し
た
こ
と
に
よ
り
、

一
層
明
確
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
際
の
董
仲
辞
の
天
人
合
一
論
と
は
、

園
家
特
有
失
道
之
敗
、
而
天
乃
先
出
災
害
以
誼
告
、
不
知
自
省
、

之
仁
、
愛
人
君
市
欲
止
其
蹴
也
。
:
:
:
天
蓋
欲
扶
持
市
全
安
之
。
桂
一
倍
伝

又
出
怪
異
以
警
慢
之
、

向
不
知
饗
、

而
傷
敗
乃
至
。

以
此
見
天
心

と
い
う
も
の
で
、
天
は
単
な
る
神
格
と
し
て
よ
り
は
極
め
て
有
意
的
な
人
格
神
で
、
そ
れ
は
時
と
し
て
「
天
志
」

(獄古一
I
K
の
表
現

を
と
る
。
董
仲
箭
の
天
が
こ
の
よ
う
な
意
義
で
把
握
さ
れ
る
時
、
そ
れ
が
前
漢
思
想
史
に
お
い
て
い
か
な
る
意
味
を
持
っ
か
を
烏
撒
し

ょ
う
と
す
る
の
が
小
論
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
小
論
は
、
そ
の
解
答
を
、
主
に
董
仲
静
の
天
神
観
を
通
じ
、
そ
の
由
来
を
湖
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原
的
に
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
か
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

董
仲
野
の
天
神
観
の
特
性
を
、

し
ば
ら
く
彼
の
災
異
説
を
通
じ
て
瞥
見
し
た
い
。

-
お
よ
そ
、
天
地
聞
に
起
る
自
然
現
象
の
う
ち
、
「
常
な
ら
ざ
る
費
」
を
〈
異
〉
と
い
い
、
そ
の
小
な
る
も
の
を
〈
災
〉
と
い
う
。
災
と
は

「
天
の
譜
」
で
あ
り
、

異
と
は
「
天
の
威
」
で
あ
る
。
こ
の
災
と
異
と
を
政
治
の
場
に
応
用
し
て
君
主
権
の
横
暴
を
抑
制
し
、
そ
の
失
政

を
矯
正
せ
ん
と
す
る
の
が
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
災
異
説
で
あ
る
。
董
仲
静
に
よ
れ
ば
、

凡
災
巽
之
本
、
蓋
生
於
園
家
之
失
。
園
家
之
失
、
乃
始
萌
芽
、
市
天
出
災
害
以
誼
告
之
。
譜
之
市
不
知
境
、
乃
見
怪
異
以
驚
骸
之
。

向
不
知
畏
恐
、
其
硯
必
口
乃
至
。
必
仁
且
知

の
で
あ
り
、
そ
の
際
、
天
に
は
「
欲
す
る
所
」
と
「
欲
せ
ざ
る
所
」
の
両
面
が
あ
る
。
従
っ
て
、
災
異
が
あ
ら
わ
れ
る
や
い
な
や
、
君

主
は
内
に
自
ら
の
行
為
を
反
省
し
、
外
に
国
政
に
参
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
災
異
の
あ
ら
わ
れ
た
理
由
を
推
求
す
べ
き
で
あ
る
。

か

く
し
て
、
災
異
の
中
に
天
意
を
見
い
出
し
た
者
(
君
主
)
は
、
こ
れ
を
畏
れ
慎
み
、
天
が
自
己
の
過
失
を
振
求
せ
ん
と
し
て
い
る
こ
と

に
思
い
を
致
す
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
君
主
は
天
に
感
謝
し
、
降
さ
れ
た
災
異
を
幸
い
と
し
て
受
け
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ

と
い
う
。

春
秋
之
法
、
上
嬰
古
易
常
、
熔
之
而
有
天
災
者
、
謂
幸
園
。
向
上

と
。
従
っ
て
、
董
仲
野
の
天
は
、
詩
・
書
以
来
の
天
が
民
意
を
基
調
と
し
て
君
主
に
対
し
て
何
ら
寛
宥
的
側
面
を
具
え
な
か
っ
た
の
と

は
著
し
く
異
な
り
、
そ
の
心
意
は
「
人
君
を
愛
す
」
(
前
出
)
る
ほ
ど
の
偏
向
性
を
有
す
る
も
の
で
、
極
め
て
権
力
の
側
に
接
近
す
る
も
の



と
見
倣
さ
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
天
が
、
彼
の
災
異
説
の
積
梓
を
な
す
以
上
、
彼
の
災
異
説
は
、
天
の
絶
対
性
が
増
大
す
る
に
つ
れ
、
そ

の
災
異
に
よ
っ
て
君
主
権
抑
制
の
度
合
を
強
め
る
反
面
、
君
主
の
地
位
は
同
ピ
く
天
の
絶
対
性
に
よ
り
、
よ
り
確
固
た
る
も
の
と
な
り

う
る
、
全
く
相
反
す
る
両
面
性
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
王
権
の
抑
制
と
そ
の
伸
長
と
が
、
董
仲
静
の
天
に
は
同
時
に
機
能
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

だ
が
、
か
か
る
人
格
神
的
天
と
1

君
主
の
行
為
と
を
結
び
つ
け
る
組
帯
を
、
単
に
天
の
有
意
性
に
の
み
帰
し
た
の
で
は
、
人
心
の
宗

漢初の天人合一去、想とその系譜

教
意
識
の
減
退
と
と
も
に
、
彼
の
災
異
説
は
、
そ
の
効
力
を
消
失
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
う
し
た
時
に
、
そ
の
側
面
か
ら
両
者
の
対

応
を
原
理
的
に
説
明
づ
け
た
の
が
陰
陽
説
で
あ
る
。
董
仲
箭
に
お
い
て
の
陰
陽
と
は
、
「
天
地
之
気
、
合
市
属
一
、
分
属
陰
陽
」
(
五
行
栢
生
)

と
い
う
よ
う
に
天
地
の
気
の
こ
と
で
、
天
と
人
と
が
こ
の
陰
陽
を
両
有
す
る
と
説
か
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
感
応
は
必
然
的
な
連
続

昧
を
滞
び
る
。

天
有
陰
陽
、
人
亦
有
陰
陽
。
天
地
之
陰
気
起
、
而
人
之
陰
気
謄
之
而
起
。
人
之
陰
気
起
、
而
天
之
陰
気
、
亦
宜
熔
之
而
起
。
同
類
相
動

と
。
か
く
て
災
異
の
由
来
も
、

陰
陽
謬
戟
皿
、
而
妖
撃
生
突
。
此
災
異
所
縁
市
起
也
。
漢
書
董
仲
野
伝

と
、
改
め
て
陰
陽
説
を
用
い
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
陰
陽
説
は
そ
れ
ま
で
の
儒
家
思
想
に
内
包
さ
れ
た
も

の
で
は
な
く
、
易
伝
の
成
立
や
道
家
思
潮
と
の
交
渉
を
通
ピ
て
儒
家
思
想
へ
と
粛
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
儒
家
的
世
界

観
が
再
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
旧
来
の
儒
家
思
想
と
議
離
す
る
傾
向
を
、
往
々
に
し
て
見
い
出
せ
る
。
天
と
陰
陽

の
関
係
に
お
い
て
は
ま
さ
に
そ
の
好
例
で
あ
ろ
う
。
董
仲
静
は
、
天
と
人
と
の
陰
陽
が
疏
通
す
る
こ
と
に
・
お
い
て
天
人
感
応
の
理
と
し

21 

た
が
、
そ
の
一
方
に
お
い
て
、
両
者
の
陰
陽
を
聯
結
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
天
の
属
性
中
の
降
雨
を
可
能
に
す
る
と
主
張
す
る
。
だ
が
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そ
の
際
、
「
故
致
問
非
神
也
。
而
疑
於
紳
者
、
其
理
微
妙
也
」
(
同
類
相
同
)
と
〈
神
〉
に
対
し
て
懐
疑
的
態
度
を
取
り
、
更
に
進
ん
で
「
情
王

之
特
輿
也
、
其
美
鮮
亦
先
見
」
を
説
明
す
る
に
お
い
て
は
、
同
類
相
同
の
理
に
よ
り
「
非
有
神
、
其
敷
然
也
L

と
神
を
否
定
す
る
。
董

仲
静
に
お
け
る
神
は
、
「
天
者
百
紳
之
大
君
也
」
(
郊
ぎ
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
神
格
と
し
て
の
天
の
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、

畢
寛
相
容
れ
な
い
両
者
の
性
格
を
不
完
全
な
ま
ま
に
残
す
、
彼
の
災
異
説
の
一
つ
の
特
徴
を
見
い
出
せ
る
で
あ
ろ
う
。

さ
で
、
董
仲
静
に
お
け
る
天
神
観
が
ほ
ぼ
右
の
中
に
求
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
彼
の
天
は
陰
陽
説
に
依
拠
し
て
機
械
論
的
側
面
を
濃

厚
と
す
る
反
面
、
そ
れ
は
極
め
て
有
意
的
な
神
格
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
特
徴
は
、
道
家
臭
を
強

く
す
る
准
南
子
・
呂
氏
春
秋
中
の
天
に
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、

一
層
明
確
と
な
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
ず
、
呂
氏
春
秋
に
お
い
て
次
の
よ

フ
天凡夫に
降 帝 之 記
災。王見さ
布之妖。れ
鮮。特也る
。血

里{g以
、罰

天有
必罪
見刷
群。墨

乎
下
民

応
同

こ
こ
に
い
う
天
は
、
も
ち
ろ
ん
神
格
と
し
て
の
天
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
春
秋
戦
国
の
禍
中
に
盛
行
し
た
天
象
崇
拝
に
由
来
し
ょ

ぅ
。
周
礼
春
宮
中
に
は
天
文
を
観
測
す
る
保
章
氏
職
を
設
け
、

保
章
氏
掌
天
星
以
志
星
辰
日
月
之
饗
動
、
以
観
天
下
之
遷
、
排
其
吉
凶
、
以
星
土
排
九
州
之
地
。
所
封
封
域
、
皆
有
分
星
、
以
観
妖

群
、
以
十
有
二
歳
之
相
観
天
下
之
妖
鮮
。

と
い
う
が
、
こ
こ
に
り
7

「
妖
群
を
観
る
」
と
は
、
呂
氏
春
秋
中
の
天
が
降
す
「
妖
」
・
「
群
」
と
全
く
一
致
す
る
。
更
に
、
准
南
子
に

至
っ
て
は
、
多
く
の
場
合
、
天
文
訓
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
、



人
主
之
情
、
上
通
子
天
。
故
抹
暴
則
多
菰
風
、
柾
法
令
則
多
品
冥
O
i
-
-
-
四
時
者
天
之
吏
也
。

と
い
わ
れ
た
り
、
ま
た
覧
冥
訓
中
、
「
君
臣
義
心
、
則
背
橘
見
於
天
」
と
い
う
の
は
「
天
界
」
の
意
で
あ
り
、
准
南
子
中
の
天
は
、
畢
寛

呂
氏
春
秋
中
の
天
象
崇
拝
の
延
長
線
上
に
位
置
し
よ
う
。
そ
し
て
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
両
者
の
天
は
、
董
仲
静
の
天
が
心
欲
を
有
し
、

人
君
を
愛
す
る
ほ
ど
に
有
意
的
で
あ
っ
た
の
に
比
し
、
そ
の
有
意
性
が
何
ら
承
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
心
性
面
で

の
理
解
が
な
さ
れ
て
い
た
董
仲
静
の
天
は
、
当
時
の
思
想
界
に
お
い
て
、
出
色
の
特
徴
を
有
す
と
い
っ
て
過
言
で
な
い
。

漢初の天人合一思想とその系譜

そ
れ
で
は
先
秦
儒
家
思
想
に
・
お
い
て
は
ど
う
か
。
そ
れ
は
、
萄
子
の
天
観
念
か
ら
董
仲
静
の
天
神
観
が
生
じ
る
や
否
や
、
と
い
う
の

が
根
本
的
な
問
題
と
な
ろ
う
。
す
で
に
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
孔
子
以
来
の
儒
者
は
、
天
を
人
格
神
と
し
て
捉
え
る
態
度
を
拠
棄
し
て
、

そ
の
合
理
的
思
惟
の
展
開
の
中
で
「
天
命
」
と
連
言
し
、
運
命
・
使
命
と
理
解
し
た
り
、
ま
た
性
の
中
に
取
り
込
ん
で
道
徳
律
と
し
て

の
天
を
再
発
見
す
る
営
み
を
と
る
。
苛
子
に
至
っ
て
は
宗
教
的
要
素
を
捨
象
し
、
自
然
・
天
然
の
意
に
解
す
。
萄
子
の
最
も
特
徴
的
な

性
に
関
す
る
認
識
も
、
「
性
者
天
之
就
也
」
(
正
き
と
い
わ
れ
、
自
然
と
し
て
の
あ
る
が
ま
ま
の
生
態
を
意
味
し
よ
う
。
彼
の
性
悪
説
は
、

そ
れ
が
礼
規
範
に
止
っ
て
善
へ
と
向
わ
ざ
る
を
得
ぬ
反
措
定
と
し
て
な
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
思
想
体
系
を
有
す
る
有
子
に

あ
っ
て
、
も
し
も
天
に
何
ら
か
の
意
志
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
天
の
理
法
性
に
よ
っ
て
人
の
性
は
善
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
彼

の
性
悪
説
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
に
基
づ
く
重
礼
思
想
も
起
り
得
ぬ
こ
と
に
な
ろ
う
。

か
く
て
、
先
秦
儒
家
思
想
の
系
譜
の
上
に
董
仲
箭
の
ご
と
き
天
神
観
を
見
い
出
す
こ
と
は
困
難
と
な
っ
た
が
、
小
論
は
、
神
秘
的
と

も
思
え
る
彼
の
天
人
合
一
論
と
い
わ
ゆ
る
春
秋
合
理
主
義
と
の
接
点
に
、
改
め
て
墨
家
の
思
想
を
見
い
出
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

23 
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墨
子
中
、
天
と
そ
の
降
災
と
が
相
関
的
に
説
か
れ
る
の
は
次
の
様
な
場
合
で
あ
る
。

天
子
賞
罰
不
雷
、
聴
獄
不
中
、
天
下
疾
病
禍
崇
、
雨
露
不
時
。
天
志
下

夫
既
向
同
乎
天
子
、
而
未
上
同
乎
天
者
、
則
天
首
将
猶
未
止
也
。
故
嘗
若
夫
寒
熱
不
節
、
雪
霜
雨
露
不
時
、
五
穀
不
説
、
六
畜
不
遂
、

瓢
風
苦
悶
、
著
藻
市
至
者
、
此
天
之
降
罰
也
。
尚
問
中

前
者
は
天
子
の
執
政
の
可
否
を
視
点
に
捉
え
、
後
者
は
天
に
尚
同
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
そ
の
不
可
能
な
時
の
降
罰
と
し
て
、
自
然
の

変
調
が
天
譜
と
し
て
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
か
か
る
際
、
墨
子
に
お
け
る
天
は
「
天
之
意
」
実
志
上
)
・
「
天
欲
義
而
悪
不
義
」

(
向
上
了
「
天
之
於
人
、
兼
而
愛
之
」
(
法
儀
)
等
と
極
め
て
有
意
的
な
神
格
で
、
天
に
よ
っ
て
降
さ
れ
た
災
は
そ
の
目
的
意
識
に
副
っ
た
も

の
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
天
に
お
け
る
有
意
性
、
墨
子
は
往
々
に
し
て
そ
の
表
現
を
変
え
る
が
、

つ
い
に
は
〈
天
志
〉
と
さ
れ
る
と

こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

董
仲
静
に
お
け
る
天
子
の
概
念
は
|
|
す
で
に
顧
韻
剛
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
|
|

事
父
母
者
承
意
、
事
君
主
台
儀
志
:
:
:
不
敢
不
順
一
対
示
。
額
官

と
い
わ
れ
、
そ
の
際
の
天
志
は
「
天
常
以
愛
利
属
意
」
(
王
道
通
三
)
と
い
わ
れ
、
「
敢
て
天
志
に
順
は
ず
ん
ば
あ
ら
ざ
る
」
が
故
に
、
「
王
者
亦

以
愛
利
見
事
」
(
同
上
)
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
墨
子
の
天
と
君
主
の
関
係
に
比
較
す
る
な
ら
、

天
兼
天
下
而
愛
之
、
撒
遂
高
物
以
利
之
O
i
-
-
-
天
之
意
、
不
可
不
順
也
。
天
志
中

順
天
意
者
、
兼
相
愛
、
交
相
利
。
天
志
下



と
、
そ
こ
に
全
く
同
等
の
属
性
を
認
め
う
る
。
し
ば
ら
く
、
こ
う
し
た
有
意
的
な
天
と
そ
の
降
災
の
関
係
に
つ
い
て
み
た
い
。

墨
子
に
あ
っ
て
、
ま
ず
天
は
法
儀
と
さ
れ
る
。
「
以
天
矯
法
L

と
は
、
法
儀
篇
中
そ
の
証
明
に
よ
り
多
く
の
努
力
が
払
わ
れ
た
命
題
で

あ
り
、
そ
の
結
論
は
「
天
之
所
欲
則
馬
之
、
天
之
所
悪
則
止
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
か
か
る
際
、
人
主
に
よ
っ
て
そ
う
あ
ら
ね
ば
な
ら

な
い
と
さ
れ
た
の
は
、
暴
寛
、
天
が
仁
で
あ
る
と
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
同
篇
中
、
「
案
以
局
治
法
而
可
」
の
聞
い
を
設
け
、
そ
れ
に
対

す
る
解
答
を
、

漢初の天人合一思想とその系譜

若
皆
法
其
父
、
法
不
仁
也
。
法
不
仁
、
不
可
以
馬
法
。
:
:
:
若
皆
法
其
撃
、
此
法
不
仁
也
。
法
不
仁
、
不
可
以
馬
法
。
:
:
:
若
皆
法

其
君
、
此
法
不
仁
也
。
法
不
仁
、
不
可
以
馬
法
。
:
:
:
故
目
、
莫
若
法
天
。

と
、
天
が
唯
一
の
仁
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
し
て
、
そ
れ
が
法
儀
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
説
く
。
同
様
な
主
張
は
、
天
命
を
主

張
す
る
儒
者
を
非
難
す
る
に
際
し
、
「
命
者
暴
王
所
作
、
窮
入
所
術
、
非
仁
者
之
言
也
」
(
非
命
下
)
と
い
わ
れ
る
に
お
い
て
、

一
層
明
確
に

さ
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
天
の
理
法
性
が
仁
に
よ
っ
て
裏
う
ち
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
は
法
儀
と
し
て
下
に
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
天
と
天
子

と
の
関
係
、
及
、
び
天
子
と
人
民
と
の
社
会
秩
序
の
維
持
に
も
ま
た
仁
な
る
紐
帯
を
介
在
さ
せ
よ
う
し
、
そ
う
し
た
構
造
は
自
ず
と
天
を

項
点
と
す
る
等
差
的
社
会
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
尚
同
思
想
が
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
る
ρ

墨
子
に
お
け
る
尚
と
は
、
畢
寛
、
天
子
が
「
線

天
下
之
儀
、
以
向
同
於
天
」
(
尚
同
下
)
す
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
に
は
、
里
長
・
国
君
が
等
し
く
各
々
統
治
す
る
民
の
義
を
「
萱
同

す
る
」
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
民
の
側
か
ら
そ
う
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
根
拠
は
、
「
里
長
者
里
之
仁
人
也
」
・
「
郷
長
者
郷
之
仁
人
也
」

「
園
君
者
園
之
仁
人
也
」
(
尚
同
上
)
と
、
そ
の
長
な
る
人
物
の
仁
な
る
に
よ
る
と
さ
れ
、
天
子
は
「
天
下
之
仁
人
」
(
尚
問
中
)
な
る
責
任
に

25 

お
い
て
、
天
に
尚
同
す
る
。
天
が
天
子
に
災
を
降
す
と
さ
れ
た
の
は
、
か
か
ろ
責
任
の
遂
げ
ら
れ
ざ
る
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
(
章
首
挙
例
可
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こ
う
し
た
側
面
を
董
仲
静
の
側
に
求
め
る
な
ら
、

春
秋
之
法
、
以
人
随
君
、
以
君
随
天
O
i
-
-
-
故
屈
民
而
伸
君
、

周
君
而
伸
天
、
:
:
:
春
秋
之
大
儀
也
。
隷
…
筆
陣

と
、
春
秋
の
義
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
君
権
は
天
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
と
さ
れ
、

一
方
で
そ
の
君
権
も
詰
る
と
こ
ろ
天
の
枠
内
に
限
ら

れ
る
と
い
っ
た
、
共
通
の
世
界
観
を
認
め
う
る
。
か
っ
、
か
か
る
際
の
天
は
、
そ
の
有
意
性
が
「
仁
、
天
心
」
(
散
序
)
と
ま
で
い
わ
れ
、
王

道
通
三
篇
に
は

仁
之
美
者
在
於
天
。
天
、
仁
也
。
人
之
受
命
於
天
、
取
仁
於
天
而
仁
也
。

と
、
人
は
そ
の
仁
を
天
よ
り
得
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
墨
子
の
法
儀
篇
に
天
が
唯
一
の
に
で
あ
る
が
ゆ
え
に
人
々
に
よ
っ

て
法
儀
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
説
か
れ
た
の
や
、
天
が
に
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
始
め
て
天
に
対
す
る
階
層
的
な
尚
同
が
可
能

と
な
っ
た
の
と
は
、
軌
を
一
に
し
よ
う
。
更
に
、
墨
子
の
尚
同
説
が
そ
の
構
造
上
、

。

。

。

。

天
之
欲
同
一
天
下
之
義
也
。
是
故
選
捧
賢
者
、
立
馬
天
子
。
天
子
:
:
:
立
馬
三
公
。
三
公
又
:
:
:
建
諸
侯
。
諸
侯
又
:
:
:
立
馬
卿
之

宰
、
卿
之
宰
:
:
:
立
而
馬
郷
長
家
君
。
尚
同
下

の
ご
と
き
体
系
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
時
、

惟
天
子
受
命
於
天
、
天
下
受
命
於
天
子
、

一
園
則
受
命
於
君
。
詩
人
者
天

天
子
受
命
於
天
、
諸
侯
受
命
於
天
子
、
子
受
命
於
父
、
臣
妾
受
命
於
君
、
妻
受
命
於
夫
、
諸
所
受
命
者
、
其
尊
皆
天
也
。
雄
謂
受
命

於
天
、
亦
可
也
。

と
い
う
の
は
、
受
命
を
介
し
、
儒
家
的
な
別
表
現
と
目
さ
れ
よ
う
。
か
り
に
、
墨
子
の
尚
同
説
が
、
結
果
的
に
天
の
支
配
下
に
君
権
の

拡
張
を
枠
守
つ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
、
董
仲
静
の
天
諸
説
が
機
能
し
た
の
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
方
面
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、



彼
の
天
人
合
一
論
は
、
墨
家
の
天
を
王
権
抑
制
策
に
転
用
し
た
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
ま
い
か
。
(
逆
に
、
墨
子
の
尚
同
説
が
、
天
の
権

威
下
に
君
権
の
絶
対
化
を
は
か
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
董
仲
静
の
天
人
合
一
論
も
天
の
権
威
下
に
君
権
の
伸
長
を
は
か
る
も
の

で
あ
っ
た
、
と
の
裏
面
の
共
通
性
も
承
認
さ
れ
よ
う
)
。

こ
と
ほ
ど
左
様
に
、
極
め
て
類
似
し
た
関
係
で
把
握
で
き
る
両
者
の
天
神
観
を
他
に
捜
出
し
え
な
い
時
、
そ
の
両
者
を
同
一
系
譜
に

-
お
い
て
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
董
仲
静
の
天
人
合
一
論
が
墨
家
に
基
づ
く
こ
と
を
予
測
し
て
、
そ
の
宗
教
思

漢初の天人合一思想とその系譜

想
が
墨
子
か
ら
董
仲
静
へ
至
っ
た
経
路
を
考
え
る
こ
と
こ
そ
妥
当
で
あ
る
ま
い
か
。
次
に
そ
の
経
路
に
つ
い
て
考
察
す
る
が
、
そ
こ
で

は
自
ず
と
秦
漢
期
を
中
心
と
す
る
墨
家
の
活
動
が
問
題
に
さ
れ
よ
う
。

ま
ず
秦
初
の
墨
家
の
状
態
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
は
、

世
之
頼
挙
、
儒
墨
也
。
鵬
粋
子

孔
墨
皆
死
久
実
。
従
層
調
衆
、
弟
子
繍
曹
、
充
満
天
下
。
一
議
春
秋

な
ど
が
掲
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
拠
れ
ば
当
時
儒
墨
が
な
お
隆
盛
を
保
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
呂
氏
春
秋
の
中
で
も
、
謹
聴
篇
・

精
通
篇
・
適
威
篇
・
順
説
篇
な
ど
に
は
様
々
な
形
で
墨
家
の
思
想
が
折
り
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
准
南
子
、
謬
稽
訓
・

泰
族
訓
な
ど
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
点
を
主
な
根
拠
と
し
て
、
墨
家
思
想
が
漢
代
に
も
伝
わ
っ
て
い
る
と
さ
れ
た
の
が

27 

従
来
の
見
解
で
あ
り
、
そ
れ
は
単
に
伝
わ
っ
た
だ
け
で
、
思
想
集
団
と
し
て
の
墨
家
が
漢
代
に
は
存
在
し
な
い
と
い
う
の
が
そ
の
大
方

の
見
方
で
あ
っ
た
。
事
実
、
文
献
の
上
で
は
殆
ん
ど
あ
ら
わ
れ
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
注
意
す
べ
き
は
萄
子
儒
郊
篇
の
次
の
一
文
で
あ
る
。

略
法
先
王
而
足
蹴
世
、
術
謬
磐
雑
奉
、
不
知
法
後
王
而
一
制
度
、
不
知
隆
雄
義
而
殺
詩
書
、

知
悪
者
、
其
言
議
談
説
巳
無
以
異
於
墨
子
突
。
然
而
明
不
能
別
:
:
:
是
俗
儒
者
也
。

其
衣
冠
行
偽
己
同
於
世
俗
世
穴
。
然
而
不

こ
れ
は
、
当
時
の
儒
者
を
大
儒
・
雅
儒
・
俗
儒
に
三
分
し
た
際
、
そ
の
俗
儒
を
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
明
白
に
認
め
ら
れ
る
こ

と
は
、
そ
の
よ
う
な
俗
儒
と
さ
れ
た
者
が
、
実
は
儒
墨
思
想
の
折
衷
者
と
し
て
存
在
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
韓
非
子
顕
学
篇
の
中

で、
孔
墨
之
後
、
儒
分
矯
八
、
墨
離
馬
三
、
取
会
相
反
不
問
、
而
皆
自
謂
異
孔
墨
。
孔
墨
不
可
復
生
、
持
誰
使
定
世
之
撃
乎
。

と
い
う
事
態
と
対
応
し
よ
う
。
韓
非
子
が
孔
墨
と
連
言
し
、
そ
の
各
々
に
分
派
が
生
じ
、
し
か
も
各
派
聞
で
説
を
異
に
し
て
、
そ
れ
が

儒
家
・
墨
家
の
本
来
の
思
想
と
か
け
離
れ
た
も
の
だ
と
い
い
、
有
子
の
方
か
ら
も
、
儒
者
の
中
で
墨
家
に
接
近
し
た
も
の
が
あ
る
と
い

。
。
。
。
。
。

え
ば
、
両
者
の
融
合
を
先
秦
末
に
求
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
司
馬
遷
が
史
記
太
史
公
自
序
の
中
で
、
「
撮
儒
墨
之
遺
文
、

。
。
。
。
。

明
嘩
義
之
統
紀
」
と
い
う
の
は
そ
う
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
か
ら
、
董
仲
静
の
頃
に
は
、
儒
墨
の
思
想
が
非
常
に
接
近
し
て
い
た
こ
と
が

容
易
に
理
解
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
董
仲
静
が
こ
の
方
面
か
ら
墨
子
の
天
神
観
を
吸
収
し
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。

墨
家
と
儒
家
が
漢
代
に
同
一
軌
跡
を
残
し
た
証
拠
の
二
つ
に
は
、
そ
の
両
者
が
と
も
に
方
士
化
し
た
点
を
掲
げ
う
る
。
陳
繋
氏
の
指

摘
に
繋
る
が
、
「
抱
朴
子
濯
覧
篇
に
『
劉
君
安
有
墨
子
五
行
記
、
術
多
饗
化
』
の
一
文
が
あ
り
、
こ
れ
は
方
術
化
し
た
墨
家
の
託
書
で
、

墨
家
が
方
士
化
し
て
い
る
こ
と
は
こ
の
方
面
か
ら
認
め
ら
れ
、
ま
た
後
漢
書
張
衡
伝
に
は
『
春
秋
元
命
包
中
有
公
輸
奥
墨
翠
』
と
儒
家

の
緯
書
中
に
墨
程
が
あ
ら
わ
れ
て
い
ふ
一
)
の
で
あ
っ
て
、
両
者
は
方
術
思
想
の
中
に
吸
収
さ
れ
た
段
階
で
一
層
そ
の
融
合
が
は
か
ら
れ

た
観
が
あ
り
、
董
仲
静
自
身
も
純
然
た
る
儒
者
で
は
な
く
、
多
分
に
方
士
化
し
て
い
る
点
、
注
意
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。



第
三
に
、
墨
家
が
漢
初
に
そ
の
活
動
を
保
っ
て
い
た
直
接
証
拠
と
し
て
塩
鉄
論
褒
賢
篇
の

成
卒
陳
勝
、
稗
執
轄
首
馬
叛
逆
、
自
立
張
楚
。
素
非
有
岡
(
顔
淵
)
由
(
子
路
)
虚
士
之
行
・
宰
相
列
臣
之
位
也
。
奮
於
大
津
、
不
過
旬
月
、
而

酷
骨
骨
基
之
徒
、
隷
其
衣
、
長
衣
、
官
之
也
。
負
孔
氏
之
耀
器
詩
書
、
委
質
馬
臣
。

を
掲
げ
う
る
。
こ
れ
は
秦
に
対
抗
し
た
陳
勝
・
呉
広
が
張
楚
を
建
国
し
た
際
、
儒
墨
の
徒
が
そ
れ
に
参
加
し
た
こ
と
を
伝
え
る
も
の
で

漢初の天人合一思想、とその系譜

あ
る
が
、
当
時
そ
れ
ら
の
儒
墨
は
と
も
に
斉
魯
の
地
に
活
動
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
漢
の
高
祖
が
馬
上
に
天
下
を
得

て
後
、
「
糟
僻
骨
む
侍
昼
、
通
先
聖
之
遺
教
」
(
諸
軒
)
じ
た
の
と
軌
を
一
に
す
る
。
そ
し
で
更
に
、
塩
鉄
論
晃
錯
篇
に
お
い
て
は
、
武

帝
時
の
こ
と
と
し
て
、

日
頃
准
南
衡
山
修
文
撃
、
招
四
方
遊
士
、
山
東
儒
墨
、
戚
緊
於
江
准
之
問
、
講
議
集
論
、
著
書
敷
十
篇
。

と
い
う
が
、
こ
れ
に
よ
る
限
り
、
董
仲
静
の
時
に
も
墨
家
は
な
お
活
発
な
活
動
を
保
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
際
の
「
山
東
の
儒
墨
」

は
先
の
「
膏
魯
の
儒
墨
」
・
「
都
魯
の
儒
墨
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
、
漢
初
武
帯
時
に
至
る
ま
で
は
、
こ
の
地
を
中
心
に
墨
家
の
活
動

が
な
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
今
、
春
秋
公
羊
学
が
斉
学
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
斉
の
地
で
春
秋
公
羊
学
を
修
め
た
公

(
5
U
 

孫
弘
の
思
想
の
中
に
は
多
分
に
墨
家
思
想
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
な
ど
を
思
え
ば
、
そ
の
方
面
か
ら
董
仲
静
に
墨
家
思
想
が
伝
え
ら
れ
た

と
し
て
一
向
に
不
思
議
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
斉
魯
の
地
と
い
う
の
は
単
に
儒
墨
の
活
動
の
中
心
地
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
郵
街
ら
の
陰
陽
五
行
説
を
混
え

(
6
)
 

る
、
よ
り
神
秘
的
な
思
想
が
唱
道
さ
れ
た
中
心
地
で
も
あ
る
。
す
で
に
内
山
俊
彦
氏
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
漠
初
の
神
秘
思
想
は
す

ペ
で
こ
の
方
面
か
ら
賛
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
董
仲
静
の
中
に
も
方
士
的
色
彩
が
濃
厚
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
董
仲
野
の
中
に
は
ま
た

29 

よ
り
多
く
の
思
想
が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
こ
の
地
を
中
心
と
し
て
融
合
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
神
秘
思
想
が
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一
世
を
風
廃
す
る
時
、
そ
の
中
に
儒
家
思
想
と
融
合
的
に
盛
ら
れ
た
墨
家
思
想
も
、
何
ら
か
の
形
で
世
に
作
用
す
る
の
は
必
然
で
あ
る
。

恐
ら
く
、
董
仲
静
の
天
人
合
一
論
は
、
こ
う
し
た
形
で
墨
家
の
天
神
観
を
吸
収
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

四

災
異
説
、
そ
れ
を
前
提
と
す
る
天
人
合
一
論
の
系
譜
は
上
述
の
ご
と
く
で
あ
っ
て
も
、
葦
仲
静
が
武
帝
へ
の
対
策
で
述
べ
た
の
は
そ

う
で
な
い
。
そ
の
際
、
彼
が
そ
の
根
拠
に
し
た
の
は
春
秋
で
あ
っ
た
。
最
後
に
春
秋
》
異
臭
の
関
係
に
及
ぶ
こ
と
と
す
る
。

臣
謹
案
、
春
秋
之
中
、
覗
前
世
己
行
之
事
、
以
観
天
人
相
奥
之
際
、
甚
可
畏
也
。
岡
家
特
有
失
道
之
敗
、
而
天
乃
先
出
災
害
以
謹
告

之
、
不
知
自
省
、
又
出
怪
異
以
驚
憧
之
、
向
不
知
境
、
而
傷
敗
乃
至
。
稽
書

こ
こ
で
春
秋
と
い
う
も
、
そ
れ
は
春
秋
公
羊
伝
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
、
か
か
る
思
惟
が
公
羊
伝
中
に
認
め
ら
れ
る
や
否
や
と
い
う
の

が
当
面
の
問
題
で
あ
る
。

ま
ず
公
羊
伝
中
の
災
異
の
規
定
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
、

〔
経
〕
自
十
有
二
月
不
雨
、
至
子
秋
七
月
。

〔
侍
〕
何
以
妻
、
記
異
也
。
大
早
以
災
害
、
此
亦
早
也
。
昌
馬
以
異
書
。
大
早
之
日
短

而
云
災
。
故
以
災
書
。
此
不
雨
之
日
長
而
無
災
、
故
以
異
書
也
。
文
公
士
一
年

と
い
っ
た
例
が
あ
り
、
こ
の
場
合
、
大
早
と
書
さ
れ
た
自
然
の
変
調
、
そ
の
長
短
が
災
異
の
区
分
と
さ
れ
、
定
公
元
年
に
も
、
異
と
さ

れ
た
「
貰
霜
」
が
「
異
大
乎
災
也
」
と
説
明
さ
れ
て
お
り
、
公
羊
伝
中
、
災
と
異
の
質
的
区
分
は
稀
薄
で
、
異
は
災
に
対
す
る
量
の
拡

大
と
把
握
さ
れ
る
。
か
か
る
意
味
で
の
災
異
が
神
格
と
し
て
の
天
と
結
び
つ
く
場
合
は
、
ほ
ぽ
次
の
二
例
の
み
で
あ
ろ
う
。

〔
経
〕
己
卯
晦
、
震
夷
伯
之
廟
。

〔
侍
〕
:
:
:
震
之
者
何
。
雷
電
撃
夷
伯
之
廟
者
也
。
夷
伯
者
、
局
局
者
也
。
季
氏
之
字
也
。
季
氏



之
字
則
微
者
、
其
構
夷
伯
何
。
大
之
也
。
昌
馬
大
之
也
。
天
戒
之
、
故
大
之
也
。
何
以
書
、
記
異
也
。
信
公
十
五
年

〔
経
〕
冬
、
嫁
生
。

〔
偉
〕
:
:
:
嫁
生
不
書
、
此
何
以
書
。
幸
之
也
。
幸
之
者
何
。
猶
日
受
之
云
爾
。
受
之
云
爾
者
何
。
上
饗
古
易

常
、
感
是
而
有
天
災
。
其
諸
則
宜
於
此
駕
饗
失
。
宣
公
十
五
年

前
者
は
、
異
と
さ
れ
た
雷
電
が
天
の
戒
意
に
よ
る
と
さ
れ
、
後
者
は
同
年
秋
、
そ
の
前
節
に
見
え
る
「
初
め
て
畝
に
税
す
」
る
や
り
方

を
、
旧
法
の
「
什
に
一
に
し
て
籍
す
」
(
叫
細
川
一
件
坊
の
一
)
に
も
ど
せ
と
の
天
意
を
示
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
微
弱
で
は
あ

漢初の天人合一思想とその系譜

る
が
、
災
皇
(
と
天
と
を
一
つ
に
聯
想
す
る
契
機
を
、
公
羊
伝
そ
れ
自
体
は
胎
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
に
よ
っ
て
、
災
異

説
が
董
仲
静
の
い
う
形
で
公
羊
伝
の
中
に
具
わ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
だ
が
、

一
分
な
り
と
も
天
と
災
異
と
の
相
関
が
認
め
ら
れ
る

の
で
あ
れ
ば
、
解
釈
者
側
の
恋
意
に
よ
っ
て
、
董
仲
静
は
彼
の
災
異
説
を
公
羊
伝
の
中
か
ら
導
き
出
す
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
る
。
そ

の
他
、
異
と
規
定
さ
れ
た
も
の
の
中
に
、
「
日
有
食
之
」
(
隠
公
一
一
一
年
ぎ
が
あ
り
、
こ
れ
は
文
帝
時
「
上
日
:
:
:
人
主
不
徳
、
布
教
不
均
、
天

示
之
以
菌
、
以
誠
不
泊
。
乃
十
一
月
晦
、
日
有
食
之
。
適
見
子
天
、
菖
執
大
駕
。
」
(
判
端
本
紀
)
の
ご
と
く
、

君
主
に
対
す
る
誼
告
と
し

て
理
解
さ
れ
て
い
れ
ば
、
次
代
の
董
仲
箭
は
春
秋
中
三
十
六
条
に
及
ぶ
日
食
を
す
べ
て
天
と
の
聯
想
の
上
で
理
解
す
る
こ
と
は
可
能
で

あ
り
、
ま
だ
他
に
「
有
星
学
入
子
北
斗
」
(
文
公
十
四
年
)
・
「
有
星
辛
子
大
辰
」
(
昭
公
十
七
年
)
・
「
有
星
字
予
東
方
」
(
哀
公
十
三
年
)
等
が
異
と
さ
れ
、

こ
れ
ら
も
す
べ
て
「
日
有
食
之
」
に
準
ず
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
董
仲
静
に
と
っ
て
、
災
異
の
根
拠
と
し
て
公
羊
伝
を
解
釈
す
る
こ
と
は

一
層
容
易
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

災
異
説
が
董
仲
静
の
説
く
形
で
公
羊
伝
の
中
に
存
在
し
な
い
の
は
前
述
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
そ
の
公
羊
伝
を
災
異
説
の
根
拠
に
し

た
の
は
全
く
の
牽
強
で
あ
る
。
か
っ
、
災
異
説
を
成
立
せ
し
め
る
思
想
史
的
背
景
は
す
で
に
他
家
の
子
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
の
だ

31 

か
ら
、
そ
の
方
面
か
ら
の
立
説
で
あ
ろ
う
と
同
内
容
の
主
張
は
な
し
え
た
は
ず
で
あ
る
。
現
に
彼
が
理
論
と
し
て
応
用
し
た
の
は
そ
れ
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ま
で
の
儒
家
思
想
が
内
包
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
た
だ
そ
の
目
的
が
王
権
の
無
制
限
な
伸
張
を
抑
制
す
る
点
に
あ
っ
た
こ
と
ご

そ

儒
家
の
伝
統
的
立
場
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、

か
か
る
思
想
の
由
来
を
全
て
他
家
の
側
に
委
ね
る
時
、
儒
家
を
任

ず
る
董
仲
静
に
あ
っ
て
は
、
思
想
界
の
主
導
権
を
描
棄
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
て
、
そ
の
根
拠
は
い
か
に
し
て
も
儒
家
の
側
か
ら
求
め
ら

れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
董
仲
静
は
こ
れ
を
春
秋
、
な
か
ん
ず
く
公
羊
伝
の
中
に
求
め
、

一
日
正
道
家
の
側
か
ら
成
立
し

つ
つ
あ
っ
た
天
謹
説
に
儒
家
的
潤
色
を
加
え
た
の
で
あ
り
、
儒
家
を
標
梼
す
る
下
に
あ
ら
ゆ
る
思
想
を
吸
収
し
、
漢
王
朝
の
デ
ス
ポ
チ

ズ
ム
の
要
求
に
応
じ
え
る
よ
う
、
儒
家
そ
の
も
の
の
対
応
も
余
儀
な
く
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
漢
書
五
行
志
に
、

景
武
之
世
、
董
仲
静
治
公
羊
春
秋
、
始
推
陰
陽
馬
儒
者
宗
。

と
い
う
の
は
、
か
か
る
挙
錯
に
対
す
る
評
価
で
あ
ろ
う
。

結

語

い
う
ま
で
も
な
く
、
董
仲
静
の
災
異
説
は
、
そ
れ
が
い
か
な
る
形
で
成
立
し
た
と
し
て
も
、
漢
初
の
儒
家
思
想
が
政
治
に
参
加
し
う

る
一
つ
の
契
機
を
な
し
た
Q

そ
れ
は
一
つ
に
は
、
彼
の
災
異
説
が
天
の
絶
対
性
に
依
存
し
て
始
め
で
成
立
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

絶
対
性
こ
そ
は
、
漢
王
朝
強
大
化
の
要
求
に
答
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
思
想
的
充
足
、
二
つ
に
は
、
そ
う
し
た
カ
リ
ス
マ
的
権
力

の
構
築
は
、
方
士
等
の
活
動
や
封
禅
思
想
の
昂
揚
を
通
じ
、
神
秘
的
色
彩
を
基
調
と
し
た
当
時
の
風
俗
に
、
説
得
力
を
も
っ
て
迎
え
入

れ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
社
会
的
適
合
性
、
更
に
は
、
儒
家
思
想
へ
の
傾
斜
を
示
す
、
武
帝
の
個
人
的
晴
好
な
ど
に
本
。
つ
こ
う
。
だ

が
、
董
仲
静
が
最
も
そ
の
実
効
を
期
待
し
た
王
権
抑
制
作
用
の
面
で
は
当
時
無
力
に
も
等
し
く
、
逆
に
、
そ
の
歴
史
的
現
実
と
な
っ
て

最
初
に
起
っ
た
「
遼
東
の
高
組
廟
」
・
「
長
陵
の
高
園
便
殿
」
の
災
の
解
釈
に
お
い
て
、
彼
自
身
獄
に
繋
が
れ
た
の
は
皮
肉
と
い
わ
ね
ば



な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
作
用
が
次
第
に
現
実
と
し
て
政
治
に
機
能
す
る
の
は
、
元
帝
時
の
翼
奉
ま
で
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

小
論
は
、
董
仲
静
の
天
神
観
を
通
じ
、
漢
初
の
天
人
合
一
思
想
の
系
譜
を
湖
原
的
に
考
察
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
結

果、

ω董
仲
静
の
天
は
、
そ
の
概
念
と
し
て
は
陰
陽
説
を
混
え
る
機
械
論
的
側
面
も
有
す
る
が
、
そ
れ
は
極
め
て
有
意
的
な
神
格
で
、

間
彼
の
天
神
観
は
当
時
山
東
半
島
を
中
心
に
そ
の
活
動
を
保
つ
で
い
た
墨
家
の
思
想
に
由
来
し
、
閉
そ
の
天
人
合
一
論
は
、
墨
家
の
尚

漢初の天人合一思想とその系譜

同
説
を
儒
家
と
し
て
の
王
権
抑
制
策
に
転
用
し
た
も
の
で
あ
り
、
同
か
か
る
意
味
で
の
天
が
政
治
の
場
に
応
用
さ
れ
る
時
、
彼
は
儒
家

の
経
典
、
な
か
ん
ず
く
春
秋
公
羊
伝
に
そ
の
根
拠
を
求
め
、
同
時
に
そ
の
理
論
と
し
て
陰
陽
説
を
儒
家
の
世
界
観
の
中
に
導
入
し
、
災

異
説
と
し
て
再
提
起
し
た
、
と
い
う
こ
と
が
蓋
然
的
に
浮
か
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
の
よ
う
に
考
え
た
時
、
こ
う
し
た
融
合
を
な
さ
し
め
た
と
い
う
観
点
か
ら
、
漢
初
の
方
士
の
活
動
が
改
め
て
問
題
に
さ
れ

ね
ば
な
る
ま
い
が
、
そ
れ
は
い
ず
れ
別
論
す
る
こ
と
と
し
て
、

A
7
、
か
り
に
右
の
考
が
許
さ
れ
る
と
の
前
提
に
立
つ
な
ら
ば
、
苛
子
の

〈
天
人
合
一
〉
に
至
る
過
程
在
、
墨
子
か
ら
董
仲
静
へ
の
脈
絡
を
辿
る
こ
と
に
よ
り
、
矛
盾
な
く
説

〈
天
人
の
分
〉
か
ら
、
董
仲
静
の

明
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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注(
1
)
小
論
は
春
秋
繁
露
を
ほ
ぼ
董
仲
箭
の
著
作
か
、
も
し
く
は
董
仲
箭
と
同
時
期
の
著
作
と
み
る
。
春
秋
繁
露
の
偽
書
説
に
つ
い
て
は
古
来
緊

訟
の
府
と
な
れ
る
の
観
が
あ
る
が
、
近
年
特
に
有
力
な
も
の
に
戴
君
仁
氏
の
説
(
「
著
書
苦
手
五
雑
誌
』
第
四
十
二
巻
第
二
期
等
)
が
あ
る
。

戴
氏
は
漢
書
董
仲
傍
伝
所
収
の
賢
良
三
策
中
、
陰
陽
は
い
う
が
五
行
は
い
わ
な
い
こ
と
か
ら
、
五
行
説
が
頻
見
す
る
現
行
春
秋
繁
露
は
偽

書
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
、
ま
た
我
が
慶
松
光
雄
氏
(
「
春
秋
繁
露
五
行
諸
君
作
者
1
特
に
董
仲
君
臨
五
行
説
の
関
係
長
て
|
」
『
金
沢
大
学
法
文
学
部
論
集
』
哲
学
史
学

篇

6
)

も
ほ
ぼ
同
解
で
あ
る
。
こ
う
し
た
説
に
対
し
て
は
徐
復
観
氏
が
反
駁
を
加
え
、
「
本
伝
所
収
の
賢
良
三
策
は
『
徳
に
任
じ
、
刑
に
任
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ぜ
ざ
る
』
を
述
べ
た
も
の
で
、
春
秋
繁
露
を
詳
見
す
る
に
、
刑
と
徳
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
陰
陽
は
い
う
も
の
の
五
行
は
述
べ
な

く
、
か
つ
陰
陽
は
い
う
が
五
行
を
述
べ
な
い
篇
が
圧
倒
的
に
多
い
か
ら
、
そ
う
し
た
点
が
偽
書
説
の
根
拠
と
は
な
り
え
な
い
」
(
『
爾
漢
思
想

史
』
三
百
十
四
頁
)
と
い
う
に
よ
っ
て
、
両
氏
の
疑
義
は
払
拭
さ
れ
よ
う
。
少
く
と
も
、
小
論
は
、
前
漢
以
後
は
春
秋
繁
露
に
盛
ら
れ
た
が
ご
と
き

思
想
は
見
い
出
せ
な
い
(
戸
川
芳
郎
先
生
御
教
授
)
点
を
重
視
し
、
春
秋
繁
露
を
董
仲
箭
そ
の
人
の
著
作
で
あ
る
と
す
る
よ
り
は
、
前
漢
時
代
の
特

異
な
思
想
の
一
顕
現
で
あ
る
点
に
重
き
を
置
く
。
「
漢
初
の
天
人
合
一
思
想
と
そ
の
系
譜
」
と
題
し
た
所
以
で
あ
る
。

(
2
)
顧
氏
、
「
董
仲
箭
思
想
中
的
墨
教
成
分
」
『
文
湖
挙
報
』
第
三
巻
第
一
期
。
墨
家
の
尚
同
説
と
董
仲
傍
の
天
観
念
と
が
類
似
す
る
こ
と
の
簡

単
な
指
摘
は
顧
氏
に
始
ま
る
が
、
小
論
は
こ
れ
を
一
層
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
墨
家
と
董
仲
箭
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
顧
氏
の

ほ
か
に
、
顧
説
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
す
る
頼
炎
元
(
歪
喜
署
員
翼
」
『
南
洋
大
挙
事
子
第
二
期
)
や
、
微
弱
な
が
ら
、
漏
友
蘭
(
『
中
号
室
』
第
二

篇
第
二
章
、
第
十
節
、
五
百
二
十
八
頁
)
・
周
輔
成
(
『
論
蓋
仲
宮
崎
想
三
一
十
四
頁
)
に
よ
っ
て
そ
の
類
似
性
が
指
摘
さ
れ
る
。
近
年
、
福
永
光
司
氏
(
亘
子

の
思
想
と
道
教
|
中
国
古
代
思
想
に
台
け
る
有
神
論
の
系
譜
i
」
『
吉
岡
博
士
還
暦
紀
念
道
教
研
究
論
集
』
)
は
、
墨
家
主
導
教
と
の
有
神
論
の
系
譜
に
お
い
て
、
董
仲
督
が

そ
の
中
間
に
住
置
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
墨
家
思
想
と
道
教
と
が
結
び
つ
く
こ
と
は
、
す
で
に
章
煩
麟
(
『
検
論
』

巻
三
、
「
附
黄
巾
道
士
縁
起
説
」
)
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
私
は
、
そ
の
経
路
を
斉
魯
の
地
に
求
む
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

漢
代
に
入
っ
て
武
帝
時
に
至
る
ま
で
は
、
墨
家
は
明
ら
か
に
こ
の
地
で
活
動
し
て
い
た
の
で
あ
り
ま
論
参
照
可
道
教
の
成
立
と
密
接
な
関
係

を
持
つ
黄
巾
の
乱
の
勃
発
も
や
は
り
こ
の
地
で
あ
っ
た
。
詳
細
は
他
稿
に
ゆ
ず
る
と
し
て
、
今
は
一
応
仮
説
と
し
て
提
出
し
て
お
く
。

(
3
)
例
え
ば
渡
辺
卓
氏
『
古
代
中
園
思
想
の
研
究
』
五
百
五
十
五
頁
以
下
。

(
4
)
陳
氏
、
「
戦
闘
秦
漢
間
方
士
考
論
」
『
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
第
十
七
本
、
二
十
五

1
六
頁
。

(
5
)
福
井
重
雅
氏
「
前
漢
に
お
け
る
墨
家
の
再
生
儒
教
の
官
撃
化
に
つ
い
て
の
一
試
論
」
、
東
方
学
第
三
十
九
輯
、
参
照
。

(
6
)
内
山
氏
、
「
前
漢
の
儒
墜
と
神
秘
思
想
|
特
に
陰
陽
五
行
説
を
中
心
と
し
て
」
『
日
本
中
国
事
曾
報
』
第
十
一
集
。

(
7
)
重
淳
俊
郎
氏
(
「
董
仲
箭
研
究
」
『
周
漢
思
想
研
究
』
百
九
十
頁
以
下
)
、
及
び
日
原
利
国
氏
(
「
『
公
羊
伝
』
の
夷
狭
観
神
な
き
倫
理
」
、

東
洋
風
f

術
研
究
第
十
七
巻
、
第
一
一
奴
・
『
春
秋
公
羊
崎
町
の
研
究
』
二
百
六
十
頁
以
下
)
参
照
。



〔
追
記
〕

本
稿
は
、
第
百
五
十
一
回
阪
神
中
哲
談
話
会
で
発
表
し
た
も
の
を
つ
づ
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
席
上
、
西
国
太
一
郎
先
生
か
ら
貴
重
な
御
意
見

を
た
ま
わ
っ
た
。
そ
の
後
も
、
お
手
紙
に
よ
り
幾
度
と
御
教
示
い
た
だ
き
、
恐
縮
す
る
と
共
に
、
深
く
感
謝
し
て
い
る
。

先
生
の
御
厚
意
に
対
し
、
謹
し
ん
で
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

(
大
学
院
学
生
)
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